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わが国では、戦後、自動車の保有台数の増加とと

もに、さまざまな交通問題が生じ、その対策が順次

実施され、一定の効果を挙げてきたが、解決したわ

けではない。従来の問題を抱えながら、新たな問題

への対応を迫られているのが現状である。そこで、

ここではモータリゼーションの進展がもたらした道

路交通を中心とした交通問題の発生とその対応につ

いて概観することにする。

［道路交通の円滑化］

戦後初期の段階では、あまりにも劣悪な道路事情

のために、自動車の円滑な走行を促すための諸施策

が求められ、１９５４年、第１次道路整備５カ年計画が

策定され、以後、道路の新設や拡幅、舗装などとい

った道路整備が精力的に実施された。なお、道路整

備５カ年計画は２００３年、社会資本整備重点計画に移

行した。

［交通安全対策］

しかし、自動車保有台数の急激な増加とともに、

交通事故の多発が見られるようになった。１９７０年に

は、交通事故死者数はピークを迎え、１７,０００人に迫

った。このような事態を受け、１９７１年、第１次交通

安全基本計画がつくられ、道路・交通管理者を中心

に、大々的に交通安全対策が実施され、近年では死

者数は６,０００人を切っている。しかしながら、近年、

自転車対歩行者事故は急増し、自転車に対する安全

対策も喫緊の課題となっている。なお、現在第８次

交通安全基本計画が進行中であり、２０１２年までに

５,０００人以下の死者数を目標とし、更なる交通事故

軽減が求められている。

［道路公害への対応］

交通事故への対応が迫られている同時期、わが国

では高速道路を初めとした都市間を結ぶ幹線道路整

備が進んだ。これらの道路は産業振興の役割を担い、

貨物交通における大量輸送と円滑化を目的とした。

その結果、増大する貨物交通により幹線道路沿道に

おいては、騒音・振動や大気汚染などによる道路公

害問題が深刻化し、１９７０年代後半から８０年代にかけ

て、相次いで道路公害裁判が提訴されるにいたった。

このような事態に対して、道路管理者は、遮音壁や

環境施設帯の設置や車線数削減などの環境対策を行っ

た。しかしながら、環境影響評価法の制定は遅く、

１９９７年時点まで待たねばならなかった。また、１９９２

年には、自動車からの窒素酸化物の排出総量の削減

を図る自動車ＮＯｘ法が作られたが、当初の計画通

りには削減が図られていないこと、また浮遊粒子状

物質の排出総量抑制を図る必要から、２００１年に改正

され、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法により規制の強化がな

されるようになった。

［アメニティの向上］

１９８０年代に入ると、アメニティに対する関心が高

まった。道路建設による地区分断や埋蔵文化財の破
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壊といった問題はかねてからの課題であったが、こ

れに加えて、景観の劣化に対する指摘が多くなされ

るようになった。特に、都市部における高架構造物

に対する批判は強く、外部景観の向上の取組が積極

的になされるようになった。２００４年には景観法が制

定され、景観行政に対する方向付けや法的根拠が明

確にされ、より積極的かつ効果的な景観形成を推進

することになったが、建築物が主体であり、道路な

どの社会基盤に対する景観形成においては課題を残

しているといえる。また、違法・迷惑駐車・駐輪問

題も深刻化し、取締りの強化と駐車・駐輪場整備が

精力的に行われるようになった。

［地球環境問題への対応］

１９９０年代は、国連レベルで１９８０年代から取り組

まれていた地球環境問題と障害者のモビリティ確保

への対応が、わが国においても実施されるようになっ

た時期でもある。地球環境問題においては、１９９７年

の気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３、

京都会議）において地球温室効果ガス削減目標が決

められ、日本は議定書を２００２年６月に締結した。ま

た、２００５年２月にはロシアの締結により発効要件が

満たされ発効された。この発効により国を挙げての

取組が必要とされるが、２００８年から２０１２年の間に

１９９０年比６％の地球温室効果ガスの削減を図るとい

う目標の達成には、現状ではほど遠く、削減傾向が

見えない状況である。特に、民生業務、民生家庭、

そして運輸部門において増加が著しい。ただ、運輸

部門においては、自動車からの排出は増加の一途を

たどっていたが、最近では頭打ち傾向にある。それ

でも、全二酸化炭素排出量の約２割を自動車が占め

ており、効果的な対策が求められている。

［バリアフリー整備］

障害者のモビリティ確保においては、１９７０年代の

障害当事者によるバスや鉄道への乗車要求とノーマ

ライゼーション理念の浸透、１９８１年の国連障害者

年、１９８３年からの国連障害者の十年、１９９３年の障

害者基本法の制定をへて、２０００年「高齢者、身体障

害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律（略称：交通バリアフリー法）」に至

り、公共交通機関や道路などのバリアフリー化が積

極的に推進され、ユニバーサル社会の実現を目指し

た交通面からのアプローチの強化がなされるように

なった。そして、２００６年には、ハートビル法（「高

齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」）と交通バリアフリー法

が統合したバリアフリー新法（「高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律」）が施行され、

すべての人を対象にした、より広域な地域空間にお

ける、面的でシームレスなバリアフリー整備が求め

られるようになった。

［モビリティの確保］

バリアフリー整備は、車両、駅舎、道路といった

ようにハード面での整備が基本であり、現在、地方

部で顕著なバス・鉄道路線の廃止や便数の削減など

といった交通サービスの低下への対応は遅れていた

が、近年、地方自治体が運行主体となるコミュニテ

ィバスが全国各地で走るようになった。しかしなが

ら、高齢化の急速な進展により、今後、マイカーを

利用できない独居老人や認知症を患う人たちの増加

も予想され、バスを中心としたきめ細かな公共交通

サービスの提供が必要とされている。

ちなみに、表－１は、年間１人当たり交通機関別

の移動距離を示している。国民の移動距離は大幅に

増加したが、移動距離の増加は、乗用車に負うとこ
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表－１　交通機関を利用した年間１人あたりの移動距離
（単位：㎞／人・年）
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ろが大きい。逆に、乗合バスの移動距離は１９７０年を

ピークに、大きく落ち込んでいる。この結果だけみ

ても、モビリティの上昇は、乗用車を利用できる人

にもたらされ、バスや鉄道などの公共交通機関しか

利用できない人たちとの間に格差をもたらしている

といえる。

なお、公共交通を利用できない、より移動が困難

な人たちへのサービス供給においては、特例的に福

祉有償運送および過疎地有償運送が認められていた

が、２００６年の道路運送法一部改正に伴い、公式の交

通システムとして認知されることとなった。さらに、

２００７年には「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」が施行され、地域における福祉的公共的交

通サービスの充実を図る取組が始まりつつあるとい

える。

【中心市街地活性化】

モータリゼーションの進展と産業構造の変容は、

ショッピングセンターの郊外立地や工場跡地等にお

ける市街地内立地をもたらし、全国各地において、

シャッター通りに象徴されるような中心市街地の衰

退をもたらした。このような状況を受け、１９９８年、

中心市街地における都市機能の増進、ならびに経済

活力の向上を促すことを目的とした「中心市街地の

活性化に関する法律」が制定された。この法に基づ

く基本計画は市町村が作成し、認定を受ける必要が

あるが、その基本計画の中に、道路、駐車場等の交

通関連整備事業に加え、公共交通利用者の利便の増

進を図るための事業も盛り込まれる必要があり、交

通環境の改善が市街地活性化においても重要な要素

として認知されるに至った。

前章で示したように、地域における道路交通を中

心とした交通問題は多様であり、これらの問題への

対応として、道路交通円滑化のための諸施策に加え

て、交通安全対策、道路公害防止対策、景観対策・

駐輪・駐車対策などのアメニティ向上策、地球環境

問題への対応、高齢者・障害者など移動困難者のモ

ビリティ確保のためのバリアフリー整備や公共交通

サービスの充実、中心市街地活性化のための交通環

境整備など、環境、社会、経済のすべての面に関わ

る総合的な対応が求められるようになっている。こ

のことは、サステイナブル・トランスポート（持続可

能な交通）の構築を地域において求めることである。

サステイナブル・トランスポートとは、持続可能

な社会づくりに貢献する交通のことであるが、オラ

ンダでは１９９０年の交通政策において、この考えを取

り入れ、交通政策と環境政策および土地利用計画と

の統合を打ち出した。英国では、１９９７年の交通政策

において、経済、社会、環境の３面を統合的に捉え、

「次世代への資源を食いつぶすことなく、失業者の少

ない経済的活力のある社会、そして、その繁栄を通

じて社会的疎外を少なくする社会づくりに貢献する

とともに、人々が健康を害することなく、より質の

高い生活を営むことに貢献する交通」をサステイナ

ブル・トランスポートと定義し、各種具体的な政策を

掲げた。また、ＯＥＣＤにおいては、１９９０年代後半

より、環境面を重視した、ＥＳＴ（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ

ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＴｒａｎｓｐｏｒｔ）プロジェクトを推進して

いる［１］。

サステイナブルな視点で交通に求められるものは

何かを考える必要があるが、英国で検討された例を

表－２に示す［２］。環境、社会、経済の３面から交通

に関連する項目を抽出し、評価の視点を示している。

評価視点を明確にした後は評価指標づくりに入るが、

現在、欧米を中心に精力的にサステイナビリティ指

標づくりが、国・地域における交通状態の評価に資

するために行われている［３］［４］。

わが国では、残念ながらこのような取組は遅れて

いるといわざるを得ず、特に地域交通を考える場合、

１章で具体的に示したように、交通は環境、社会、

経済のすべての面に関連することを考慮し、交通面

から地域全体をサステイナブルな視点で評価すると

ともに、各種交通施策においても同様な視点で評価

することが求められ、統合的な指標であるサステイ

ナビリティ指標の構築が地域において必要とされる。

サステイナビリティの視点
～統合と持続性



（１）新たな交通価値

ローカルな公共交通の衰退は市場メカニズムによ

ってもたらされた。この原理に交通政策が立つ限り、

モビリティ格差はいっそう拡大する。生きている、

暮らしている、生の人間の立場に立った交通政策の

展開が必要である。“移動”を人間の基本的権利と

して捉え、すべての人たちが自立して移動できる環

境を整備することを目指す立場に立つことが必要で

ある。また、高速交通整備による地域の均衡ある発

展を掲げながら、現にモビリティの不均等発展が生

じ、個人間および地域間格差が生じた反省に立ち、

人間を基礎にした、新たな“交通価値”の実現を図

る交通政策を確立する必要がある。

筆者はそれをアマルティア・セン（ＡｍａｒｔｙａＳｅｎ）

のケイパビリティ（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）に求める。センは

「暮らし振りの良い生活を営むこと（ｗｅｌｌ-ｂｅｉｎｇ）」

のケイパビリティとは、「ある人が選択できる『機

能』の集合。すなわち、社会の枠組みの中で、その

人が持っている所得や資産で何ができるかという可

能性を表すもの｣であると述べている。この文脈の中

で考えるならば、個人のケイパビリティの拡大は、

その人個人が持っている能力（通常の潜在能力）の

拡大（機能の多様化と深化）と社会の枠組みの変更

（選択機会の増大による機能の達成可能性の増加）の

両面からアプローチできることになろう。

ケイパビリティを、個人が備えている能力のみに

限定するのではなく、その能力が発揮できるかどう

かを左右する社会の枠組みを入れて考慮することが

重要となる。このとき、交通システムは、医療、福

祉、教育、文化、産業などに関連するシステムと同

様に、社会の枠組みの中にあり、これらの社会シス

テムの発達により個人の能力の拡大を促すととも

に、個人がその能力を発揮できる様々な機会の提供

を促進することにもなる。交通システムが提供する

サービスは、ケイパビリティの形成に大きな影響を

及ぼしているのである。

そこで、交通に求める価値として、「すべての人た

ちの機能の増進に資する」ということを掲げる。同

低速交通重視の視点～新たな交通価値
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表－２　交通システムのサステイナビリティ評価の視点



時に、交通サービスの享受に当たっての留意点とし

ては、「個人間格差の是正」を指摘したい。

（２）低速交通の意味

自転車やバス、路面電車に代表される低速交通手

段の軽視は、先に述べたケイパビリティの視点から

大いに問題がある。病院にも行けない、お金を引き

出しにも行けない、買物にも行けない人たちが地方

部のみならず都市部にも多数見られる。生命にかか

る機能の確保について深刻な問題を投げかけている。

機能については、生命の保全を基礎に、健康を増進

し、成長・発達を遂げることを可能にする機能の確

保が求められるが、生命の保全すら脅かされている

ケースが多々あるのである。

ここで筆者らが高齢者の日常の外出行動を対象に

行った機能抽出の例を示そう。外出目的に着目し、

機能の抽出を行ったところ、以下の１３種類の機能が

主なものとして抽出できた［５］。

・通院　・買物　・公的／金融機関での用事　

・理髪／美容　・親族／友人との面会

・仕事／ボランティア　・教養／習い事

・スポーツ　・芸術鑑賞／スポーツ観戦

・散歩／ハイキング　・外食／パーティ

・墓参り　・旅行

これらの機能の多くは、日常の生活を円滑に進め

る上で欠かせない機能であり、だれもが行いたい時

に行えるという機会の平等化が求められる。そして、

手軽に利用できる交通手段があれば機能の達成は容

易に行えるが、先に述べたように身近な交通手段で

ある低速交通の衰退により、機会の平等化が損なわ

れているのが現状である。このように、低速交通重

視の意味を、日常生活における人々の機能の確保に

おける機会の平等化の点からみたい。

もうひとつの視点は、文化的な視点である。利便

性を上回る価値として、“文化”を考えたい。文化創

造の担い手に着目すると、人が移動するとき、その

速度により、自然とのふれあいや人同士の会話、そ

して思惟の範囲や深さは影響される。たとえば歩く

速度でのふれあいは豊かである。花を愛で、風を感

じ、音を聞き、においをかぎ、思索にふける。これ

ができる限界が自転車の速度、ほぼ時速２５㎞である。

ところが車の速度はどうか。事故にあわないよう気

をつけながら、走っている。自然を感じたり、思索

にふける余裕はない。直線距離は稼ぐことができる

が、外界への広がりや自己の感性への深さは少ない。

集合交通においても然りである。路面電車の衰退

と新幹線・航空機の伸びに象徴されるように、人々

は座席に固定されて運ばれるようになった。車内で

自由に移動できる空間は少なくなり、窓が密閉され

外界を感じることがなくなった。交通機関は“運輸

機関”に退化しつつある。ここでも人と人、人と自

然とのふれあいが減少している。文化の担い手であ

る人はふれあいにより力をつける。交通においては、

速度とふれあいは重要な関係にある、との視点に立

ち、低速交通の意味を考えたい。

さらに、２００３年には健康増進法が施行され、国民

の健康維持・増進を図りつつ、医療費の抑制を図る

ことが国の重要施策として位置づけられるようにな

ったが、この健康づくりには移動が重要な要素を占

めるということが認識される必要がある。車に依存

した生活を送るのではなく、徒歩、自転車など運動

消費カロリーの高い交通手段（これはまさに低速交

通であるが）による移動を日常生活の中に取り入れ

ることが重要となる。低速交通手段により快適に安

全に移動できる環境整備が交通側にもまち側にも求

められているといえる。このことは環境負荷低減に
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図－１　速度とふれあい度・危険度の関係



もつながり、健康、環境、そしてコミュニケーショ

ン、文化という価値を低速交通の意味において見出

すことである。

低速交通手段としては、ここでは時速２５㎞以下の

スピードを持つ交通手段として定義する。個別交通

手段においては、徒歩（車イス、電動カートを含む）

および自転車であり、集合交通手段では、移送サー

ビス、コミュニティバス、バス、路面電車といった

交通手段が該当する。それでは、これらの交通手段

のサービス向上を目的した交通システム整備の方向

性を示すことにする。

［全体を貫く整備方針－ユニバーサルデザインで－］

交通手段、交通サービス提供施設、交通基盤など

で構成される交通システムを整備するにあたって、

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、す

べての人たちが利用しやすいようにあらかじめデザ

インすること、つまりユニバーサルデザインで整備

することが重要である。参考までに、ロン･メイス等

が提唱した７原則を示すと表－３のようになるが、

これらの原則を理解し、具体の場面において応用を

図ることが求められる。

［歩行系移動環境整備］

歩行系の移動環境整備にあたっては、バリアフリ

ー法の理解と実践が特に重要になる［６］［７］。歩道、立

体横断施設、停留所、案内標識、信号機等の整備が

必要になるが、｢重点整備地区における移動円滑化の

低速交通システムの構築の仕方
～まとめに代えて
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表－３　ユニバーサルデザインの７原則



ために必要な道路の構造に関する基準｣「道路の移動

円滑化整備ガイドライン｣等の基準・ガイドラインに

基づく整備が必要である。さらに、安全、円滑に加

えて、歩いて楽しい、立ち止まって憩える道づくり

も必要になる。これを実現するためには、まちづく

りの中で道づくりを位置づける必要があり、道路沿

道の施設機能とマッチした道づくりが求められる。

たとえば歩道にカフェを設置したり、車道をモール

化する試みである。

［自転車走行環境整備］

わが国は、自転車保有率で見る限り、オランダ、

北欧三国に続いており、自転車先進国であるが、走

行環境整備はほとんどなされていず、歩道上の走行

がまかり通っている。そして、最近では、自転車対

歩行者の事故が増加し、社会問題となっている。自

転車は、自動車、歩行者と並ぶ交通手段であると社

会的に位置づけ、そのための固有の走行空間整備を

喫緊の課題として、交通管理者および道路管理者が

共同して行うことが求められる［８］。また、自転車は

いうまでもなく手軽な乗り物であると同時に、子ど

もの発達にも貢献する。さらに環境的にも健康的に

も優れた乗り物である。このような長所を持つ自転

車利用を促進するような社会的な環境づくりも必要

である。

［地域福祉交通システムの整備］

不特定多数を対象にした公共交通機関である路面

電車やバス（メインストリーム）は、低床車両やノ

ンステップバスの導入、乗降場におけるアクセシビ

リティの向上等により、利用者の範囲の拡大を図る

とともに、補完的なサービス提供を行うコミュニテ

ィバス・コミュニティタクシーも、よりバリアフリ

ー化を進め、ドア・ツー・ドア型のサービスに近い

形態に近づけ、利用者を拡大する必要がある。しか

しながら、これらのサービスによっても移動できな

い人々が存在する。これらの人々のニーズに応える

のが、移送サービス（スペシャル・トランスポート

サービス（ＳＴＳ））である。現在は、道路運送法が

改正されＮＰＯ法人による有償運送が認められるよ

うになったとはいえ、対象者の範囲は限られたもの

であり、また、経営的にも苦しく、事業者の増加傾

向は頭打ちであり、十分、利用者のニーズに応えら

れる段階に至っていない。地域の福祉交通システム

整備においては、自立的な移動を実現するために抱

えている様々な障害レベルに対応した交通サービス

の提供を図る交通システムの整備が体系的になされ

る必要がある。

［地域交通戦略の策定］

交通問題への対応として、道路交通円滑化のため

の諸施策に加えて、交通安全対策、道路公害防止対

策、景観対策などのアメニティ向上策、地球環境問

題への対応、高齢者・障害者など移動困難者に対す

るバリアフリー整備やモビリティ確保、中心市街地

の活性化など、安全、環境、福祉、経済を柱にした

総合的な対応が求められるようになっている。個々

の対策を対症療法的分散的に実施することは、交通

環境改善効果を地域でトータルに捉えるという視点

からみると限界があり、各対策を統合化して実施す

る段階に来ている。それには、その地域をどのよう

にしたいのか、将来ビジョンを明確にすることが必

要である。個別対策実施段階から、戦略的な計画目

標に基づいた統合的な施策実施が地域において求め

られており、地域交通戦略の策定が各自治体におい

て緊急課題となる。
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